
 
 

同 窓 会 会 則 
 

第１章  総  則 
 

    （名 称） 
第 １ 条 本会の名称は「八女中・八女高同窓会」とし、本部を福岡県立八女高等学校内「泉が丘会

館」に置き、事務局を設置する。 
 
    （目 的） 
第 ２ 条 本会の目的は、会員相互の親睦を深めるとともに、母校との緊密なる連絡を図り、その発

展を助成する。 
 
    （事 業） 
第 ３ 条 本会はその目的を達成するため、下記の事業を行う。 
    （１）会員名簿の発行 
    （２）会報の発刊 
    （３）その他本会の目的を達成するために必要な事業  
 
    （会 員） 
第 ４ 条 本会の会員は下記の者とし、これを組織する。 
    （１）福岡県立八女中学校の卒業者 
    （２）福岡県立八女高等学校およびその併置中学校の卒業者 
    （３）上記学校に在学した者で、入会を希望し、評議員会の承認を得た者 
    （４）上記学校の職員および旧職員は特別会員とする 
 

第２章 役員および組織 
    （役 員） 
第 ５ 条 本会に下記の役員を置く。 
     会  長         １ 名       幹 事 長         １ 名 
     名誉会長         １ 名       副幹事長         若干名 
     副 会 長         若干名       事務局長         １ 名 
     顧  問         若干名       参  与         若干名 
     理  事         ４５名以内     会  計         １ 名 
     監  事         ３ 名       書  記         若干名 
     評 議 員         若干名 
 
    （役員の任務） 
第 ６ 条 役員の任務を下記のとおり定める。 
    （１）会長は本会を代表し、会務を総轄する。 
    （２）副会長は会長を補佐し、会長の任務に支障があるときはその職務を代行する。 
    （３）理事は理事会を構成し、本会の業務を審議し、執行する。 
    （４）監事は本会の会計を監査する。 
    （５）評議員は評議員会を構成し、その付託事項を処理する。 
    （６）幹事長は会長の意を受け、本会の常務の執行に当たり、副幹事長はこれを補佐し又は代

行する。 
    （７）事務局長は本会の事務一切を処理する。 
    （８）会計は本会の経理事務を処理する。 
    （９）参与、書記は本会の事務を処理する。 
    （10）名誉会長及び顧問は本会の諮問に応じる。 
 
    （役員の選任） 
第 ７ 条 役員の選任を下記のとおり定める。 
    （１）会長、副会長、理事及び監事は、会員の中から評議員会に置いて選出し、総会に報告

する。 
    （２）評議員は各回及び各支部より選出する。 
    （３）名誉会長は現職の八女高等学校長とする。 
    （４）顧問、幹事長、副幹事長、事務局長、参与、会計及び書記は会員の中から会長が委嘱

する。 
 
    （役員の任期） 
第 ８ 条 役員の任期は３年とする。但し再任を妨げない。 
   ２．役員の欠員により補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
    （支 部） 
第 ９ 条 支部は、理事会の承認を得て、会員が１０名以上在住する地域に設けることができる。 
     支部の規約は別にこれを定める。 
 



 
 

    （総 会） 
第１０条 総会は、会長の招集により、毎年５月最終日曜日を定期として、役員の選出、予算、決算、

会則の改正及びその他会務の報告をする。 
   ２．議長は出席会員の中より会長が指名する。 
 
    （評議員会） 
第１１条 評議員会は、会長、副会長、理事、監事、幹事長、及び評議員をもって構成し、会長の招

集により、会長、副会長、理事、監事の選出、予算、決算、会則改正その他必要な事項を審
議決定する。 

   ２．評議員会は、議決については、出席した評議員の過半数の賛成により行うものとする。 
   ３．議長は会長がこれに当る。 
 
    （理事会） 
第１２条 理事会は、会長、副会長、理事、幹事長、副幹事長、事務局長、参与、会計、書記をもっ

て構成し、会長の招集により、予算案、決算案、会則改正案の作成及び会の運営等必要な事
項を審議し処理する。 

   ２．議長は会長がこれに当る。 
 

第３章  会  計 
    （会 計） 
第１３条 本会の会計に関しては、次のとおりとする。 
   ２．本会の経費は入会金、会費、寄付金その他の収入をもって充て、周年行事など必要に応じ

て募金活動を行う。 
   ３．本会の予算は毎会計年度ごとに編成し、評議員会の承認を得なければならない。 
   ４．本会の決算は５月までに作成し、評議員会に提出し、その承認を得なければならない。 
 
    （会計年度） 
第１４条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
    （基本金の積み立て） 
第１５条 基本金は、必要に応じて収入の一部を積み立てることができる。 
   ２．基本金の保管、利殖及び処分は理事会の議決によって定め、評議員会にその旨を報告しな

ければならない。 
 

第４章  そ の 他 
 
    （特別委員会） 
第１６条 本会は必要に応じて特別委員会を設置することができる。特別委員会の組織・運営につい

ては別途規約を定める。 
 
    （細 則） 
第１７条 本会の運営に必要な細則は別に定める。 
 
    （会則の改正） 
第１８条 本会の会則の改正は、評議員会の議決を得て総会に報告するものとする。 
 
    （実施時期） 
第１９条 本会則は平成２８年５月２９日から実施する。 

大正１３年８月 ３日制定 
昭和３３年４月 １日一部改正 
昭和４７年５月２８日一部改正 
昭和５９年４月 １日一部改正 
平成 ３年４月 １日一部改正 
平成 ６年５月２９日一部改正 
平成１９年４月 １日一部改正 
平成２８年５月２９日一部改正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 同 窓 会 細 則 

昭和５９年５月２７日 改正 

平成２９年１月２３日 改正 

令和７年５月９日 改正 

 

第 １ 条 本会の入会金は３，０００円とし終身会費は５，０００円とする。 

第 ２ 条 生徒は在学中、入会金・終身会費・運営費として毎月５００円と卒業時に５，０００円を納

める。 

第 ３ 条 本会の事業、又は母校の事業援助のためとくに必要がある場合は基本財産から繰入れ支出す

ることができる。 

第 ４ 条 同窓会名簿は適宜発行する。 

第 ５ 条 同窓新聞は必要あるときに発行する。 

第 ６ 条 母校職員が１年以上勤務して転退職する場合は記念品料１万円を贈り謝意を表する。 

第 ７ 条 母校在職年数がとくに長いか、又は本会に対する功労の著しい客員の転退職に際しては、そ

のつど理事会にはかり謝意を表することがある。 

第 ８ 条 会員・客員の死去の際は、弔辞･弔電、又は香料を贈呈して哀悼の意を表する。ただし、２ヵ

月以内に、遺族又は会員中より通知を受けた場合に限る。 

〔附則〕 第 ２ 条については平成２９年度の新入生から適用する。 

 

 注記  第１条入会金は会友（会則第４条（３））が該当し、同条終身会費は高２５回卒以前の会員が

対象です。 
 

 


